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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
新
垣
邦
男
君
提
出
地
方
公
務
員
の
職
員
採
用
方
法
の
多
様
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
、
二
及
び
八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

「
採
用
方
法
を
無
制
限
に
選
考
の
み
と
す
る
こ
と
は
適
切
か
ど
う
か
」
、
「
選
考
す
る
こ
と
が
出
来
る
基
準
に
つ
い
て
は
、

地
方
公
務
員
法
の
規
定
や
、
国
家
公
務
員
の
運
用
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
」
、

「
地
方
公
共
団
体
の
年
齢
構
成
の
偏
り
を
是
正
す
る
こ
と
を
理
由
」
と
し
て
「
年
齢
制
限
を
す
る
こ
と
は
適
切
か
ど
う
か
」

及
び
「
選
考
に
よ
る
採
用
を
・
・
・
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
」
並
び
に
「
同
じ
職
種
に
つ
い
て
、
競
争
試
験
と
選
考
に

よ
る
採
用
を
同
時
に
行
う
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
（
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員

会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
職
員
の
採
用
は
、
競
争
試
験
に
よ
る
も
の
と
し
つ
つ
、

人
事
委
員
会
規
則
（
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
を
い
う
。
）
で
定
め
る
場
合
に
は
選
考
に

よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
同
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
を

置
か
な
い
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
職
員
の
採
用
は
、
競
争
試
験
又
は
選
考
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
任
命
権
者
が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 



 

２ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
家
公
務
員
の
選
考
の
方
法
に
よ
る
採
用
に
お
い
て
、
人
事
院
規
則

八

一
二
（
職
員
の
任
免
）
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
で
は
、
人
事
院
が
定
め
る
基
準
と
し
て
例
え
ば
、
特
殊
の
知
識
又
は

技
能
を
必
要
と
す
る
研
究
官
に
大
学
院
博
士
課
程
の
修
了
要
件
を
満
た
し
た
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
想
定
し
て
お

り
、
競
争
試
験
の
受
験
者
数
の
減
少
を
理
由
と
し
て
同
号
を
適
用
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

四
、
五
及
び
七
に
つ
い
て 

 
 

「
選
考
時
の
応
募
要
件
に
「
非
常
勤
職
員
と
し
て
三
年
以
上
」
・
・
・
と
す
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
」
、
「
以
下
①
乃

至
⑤
の
項
目
で
、
・
・
・
「
能
力
の
実
証
」
を
判
定
し
得
る
か
」
及
び
「
非
常
勤
職
員
と
し
て
職
務
経
験
を
有
し
た
こ
と
を

も
っ
て
、
職
務
遂
行
能
力
を
有
す
る
と
判
定
す
る
こ
と
は
適
切
か
ど
う
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第

二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
考
は
、
当
該
選
考
に
係
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る

標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
選
考
に
係
る
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
正
確
に
判
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て

そ
の
目
的
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
選
考
を
行
う
機
関
が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ
て
適
切

に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 



 

３ 

 

六
に
つ
い
て 

 
 

「
受
験
者
本
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
内
申
書
（
所
属
長
評
価
）
を
作
成
し
、
二
次
試
験
時
の
個
別
面
接
に
使
用
し
評
価

す
る
こ
と
は
適
切
か
ど
う
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
選
考
を
行
う
機
関
が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ
て
適

切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
法
令
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
は
な
い
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御

指
摘
の
「
法
令
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


